
Topic① 

これだけ海外赴任準備　 
－  必ず押さえておくべきポイント－ 
第 5回ベトナム・フィリピン・メキシコ



1    KPMG Insight Vol.64

海外Topic

これだけ海外赴任準備　
－ 必ず押さえておくべきポイント－  
第5回ベトナム・フィリピン・メキシコ

KPMGベトナム

谷中 靖久／ディレクター　

KPMGフィリピン

小宮 祐二／ディレクター　　
宇田川 健吾／シニアマネジャー

KPMGメキシコ

大野 博之／マネジャー

谷中 靖久
Yasuhisa Taninaka

小宮 祐二
Yuji Komiya

宇田川 健吾
Kengo Udagawa

大野 博之
Hiroyuki Ohno

ベトナムは、法規定が不明瞭あるいは法律間で不整合があることが多く、曖昧な規定に対し
て国民の非現実的な解釈が多くみられます。本稿では、新しい法規定が発効されるなか、マ
ネジメントに求められる現実的な法規定解釈と留意点について解説します。
フィリピンに進出した日系企業を最も悩ますのは、付加価値税（VAT）還付の実効性の低さ
や不透明な税務調査への対応などの税務上の課題です。本稿では、VATと税務調査につい
て、問題点の所在・背景および最近の動向を説明します。
メキシコでは、貿易通関に係るさまざまなメキシコ固有の制度が存在します。それらの制度
を知り活用することで、企業の競争力を高めることができます。本稿では、メキシコにおける
貿易通関プログラムについて解説します。なお、本文中の意見に関する部分については、筆
者の私見であることをあらかじめお断りいたします。

  POINT 1

ベトナム
1．  労働許可証政令改正：新しい政令では、労働許可証申請で過去の職歴の考慮が認められ
たが、その説明方法に曖昧さが残っている。また、複数都市兼務者や銀行等の組織で働く
外国人は、申請を中央の労働省に申請することが新たに規定されたため、遅延するおそれ
が出てきた。

2．  個人情報保護政令：個人情報保護に関する新たな政令が2023年7月1日より施行された。
だが、今のところ特に罰則規定はなく、また、8月に突如、企業に対し申告様式が公表され
るなど、制度運用がいまだ落ち着いてはいない。

フィリピン
インフラ投資拡大のための財源確保の観点から、税収増を目指す徴税強化が顕著である。そ
のため、フィリピンに進出した日系企業は、VAT還付の実効性の低さや不透明な税務調査への
対応が大きな課題となっている。税務当局に、専門家の助言を得ながら論理的に折衝対応す
ることが重要である。

メキシコ
1.  IVA保税に関するプログラム：メキシコの特徴的な貿易通関プログラムとして、IMMEXとい
う輸出の増加を促進することを目的とした制度がある。この制度の主な恩典は、IVA 16％
の保税である。

2.  輸入関税に関するプログラム：日本からの輸入であれば、メキシコの一般関税率、EPA、
CPTPPまたはPROSECによる優遇関税率といった制度を適用できる可能性がある。
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Ⅰ

法規定が曖昧な国でのガバナンス
＜ベトナム＞

1. はじめに

ベトナムでは経済発展に伴い、従来から
ある税法や労働法に加えさまざまな新し
い法規定が発効されています。一方で、ベ
トナム政府の法規定策定能力が高くない
うえに、事前に十分な検討をされないまま
に法規定が発効され続けています。その
ため、法規定の内容が曖昧で解釈が難し
かったり、遵守することが現実的ではない
ような規定が存在します。また、国民全体
の法解釈能力も高くないと感じられること
から、曖昧な規定に対して非現実的な解
釈が多くみられます。今後も新しい法規
定が発効されるなか、マネジメントには柔
軟・合理的かつ現実的な法規定解釈が求
められます。

2. 待ちに待った労働許可証政令改正

外国人がベトナムで働く場合には、一部
の例外を除いて労働許可証を取得する必
要があります。この労働許可証の取得条
件や方法を定めた改正労働許可証政令70

（以下、「Decree70」という）が、2023年9

月18日に発効されました。そして、同日に
施行されましたが、即日対応ができない
問題が起きました。ただし、このようなこ
とはベトナムでは比較的多くみられます。
また、従前の労働許可証政令は問題点が
多く、大きな批判が寄せられていましたの
で、改正自体は待望されていました。
労働許可証申請にあたっては、管理者・

専門家・技術者のいずれかの区分で申請
し、現地法人社長など一部の職位を除い
て大部分の外国人は専門家で申請するこ
とになります。従前の規定では大学の学
位と現地法人での職位が一致していない
と労働許可証が発行されず、職歴も考慮
されませんでした。たとえば、公認会計士

の国家資格を有していても、法学部卒業
では会計・税務の専門家としての職位の労
働許可証が発行されないといった状況で
す。特にまた、ITエンジニアは直接的な学
位が存在しないことが多く、国として必要
な人材と言っているにもかかわらず労働許
可証が発行されません。さらに、文学部の
ような学位は、どの職位でも発行されにく
い状況です。法規定を超えた実態説明で
何とか取得できたり、十分な専門性を持っ
ているにもかかわらず取得できずに断念
せざるを得なかったりと、多くの問題を抱
えていました。これも、非現実的な法規定
が存在した状況と言えます。
新しいDecree70では、過去の職歴が考

慮されることが認められたため、大きな
改善が見込まれます。職歴をどのように説
明・証明できるか、という実態判断の問題
はなお残りますが、これは法規定の性質
からはやむを得ない範疇と言えます。
ただし、外国人の雇用前に、当該職位

のベトナム人の採用募集をする必要があ
ることが、新たに規定されました。これは
管理者にも適用されることから、適性が
ないにもかかわらず社長職位に多くの人
が応募してくるようなことがあれば、面接
などでの適正判断に時間を要し、労働許
可証取得の遅延につながる可能性があり
ます。この点には十分に留意する必要があ
ります。
また、ハノイとホーチミンなど複数都市

を兼務している場合や、銀行等設立に首
相や省などの許可が必要とされている組
織で働く外国人は、申請を地方労働局で
はなく、中央の労働省に行う必要があるこ
とも、新たに規定されています。これが発
行の遅延につながる可能性もあり、留意
する必要があります。

3. 個人情報保護政令

2023年4月17日に個人情報保護に関す
る政令13（以下、「Decree13」という）が発
効され、7月1日に施行されました。ベトナ

ムで暮らしていると、個人情報保護の意識
はなお希薄と感じますが、経済発展に伴
い個人情報や無形資産の保護が社会で
重要になってきている証と言えます。
ただし、ここでもいくつか面白い規定が

存在します。まず、規定を読むと、初めて
会う方と名刺交換する際にも、事前に文
書同意が必要なように解釈できます。た
だ、これはあまりにも非現実的な解釈で
あるため、発効当時は議論されましたが、
今は誰も気にしていません。次に、会社の
従業員も法規定の適用対象になっていま
す。これは、他国の個人情報保護法では
あまりみられない規定です。事前に対処し
ておかないと、社内通報制度が機能しな
くなる可能性もありますので（通報前に対
象者の同意が必要になる可能性がある）、
十分留意する必要があります。
さらに、個人情報処理やデータの影響

移転がある場合には公安当局にレポート
を提出する必要がありますが、どのよう
なレポートを提出すればいいのか、発効
当初はまったくわかりませんでした。一方
で、Decree13には罰則規定がありません
（2023年9月末現在発表。2023年12月から
適用されるとの情報あり）。罰則がないた
め、多くの企業は7月1日施行後もレポート
の提出は様子見をしておりましたが、一部
企業は自ら作成し提出する動きもありま
した。ただ、政令施行後の8月10日ころ突
如テンプレートが発表され、事前に策定
を開始していた企業はすべてやり直しにな
り、これまでの労力が無になる状況が生
じました。
これは、ベトナムという法規定が曖昧な

国において、コンプライアンス遵守と企業
経営の現実的運営をどのようにバランスを
とるのかを考えさせる一例と言えます。
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Ⅱ

フィリピンの税務問題
＜フィリピン＞

フィリピンに進出している日系企業が
フィリピン税務において最も頭を悩ませる
のが、VAT（付加価値税）と税務調査対応
です。

1. 付加価値税（Value Added Tax：
VAT）

（1） 間接輸出のVAT課税問題
VATに関して、現時点で日系企業が直

面している最大の問題は、PEZA（フィリ
ピン経済特区庁）企業との取引において
VAT非課税（0％レート適用）対象取引が、
�輸出型登録企業の登録プロジェクトまた
は活動において「直接的かつ排他的に使
用」される物品・サービスの国内調達の場
合 �に限定されていることから生じる適
用範囲の不明確な点です。本件に関して
は、BIR（フィリピン内国歳入庁）より明確
化規定が発出され、清掃・警備・金融・コ
ンサルサービス、マーケティングおよびプ
ロモーション、人事・法務・会計等の管理
業務関連サービスはVAT非課税対象取引
に該当しない、とするネガティブリストが
公表され、一定の明確化がなされました。
しかし、当該ネガティブリストが例示なの
かが不透明であり、それ以外の取引につ
いてもBIRから非課税を否認されるリスク
があるため、判断に際しては留意が必要 

です。

（2） VAT還付問題
一方で、以下の3つの要因からフィリピ

ンにおいてはVAT還付が実務上、非常に
ハードルが高くなっています。
1）  BIRは還付申請から9 0日以内に結論を
出す必要があるが、些細な点も指摘し
否認する傾向にある。納税者の書類の
精度にもよるが、最終的な還付率が著
しく低くなりがちである。

2）  BIRの税務執行方針（Revenue Memo 

randum Circular）において、VATの還付
申請をした場合は税務調査が必須とさ
れている。

3）  還付には 2年間の期限がある。そして、
期限を超過すると還付申請不可とな
る。
上記を背景として、インプットVATの一

部が回収できないことによるキャッシュフ
ロー （CF）悪化のリスクが企業に生じてい
ます。また、インプットVATが年々累積する
ことにより、金額的重要性が増して、会計
上の回収可能性論点が生じる可能性もあ
ります。この点について、会計上の取扱い
にも留意が必要となります。

2. 税務調査

近年のフィリピンの税務調査は、新BIR

長官の2 0 2 2年就任以降、より厳格になっ
ています。この背景には、現マルコス政

権下のビルド・ベター・モア（Build Better 

More）政策の柱である政府のインフラ投
資拡大策に伴う財政支出増の財源確保を
目的とする税収増の一環としての徴税目
標の引上げがあります。
最近の傾向としては、（ 1）税務調査頻

度の増加／税務調査対象範囲の拡大（過
去1回も税務調査に入ったことがない日系
企業に初めて税務調査が入るケースが増
加）、（ 2）税務調査通知の発行タイミン
グの早期化、（ 3）税務調査スケジュール
の厳格化（提出書類の提出期限の延長申
請を認めないなど）、（4）初期的差異通知
（Notice of Discrepancy：NOD）における当
初更正額の増加傾向、（5）統計的手法に
基づく粒度の粗い更正額提示（その結果
として、納税者側が当該更正額の非合理
性を立証する必要あり）が挙げられます。
また、NODにおける更正額算出の際に

BIRが用いる手法としては、監査済財務諸
表の特定項目から類推される納税額と申

出所：KPMG作成

図表 税務調査フロー

税務調査の開始通知（LOA）

差異通知（NOD）

差異協議

初期的な評価通知（PAN）

正式な評価通知（FAN）

再確認または再調査

最終評価通知（FDDA）

税務裁判所（CTA）

BIR長官への抗議

調査通知受領日後、通常、10～15日以内に依頼資料の
提出が必要

NOD受領日から30日以内に差異協議および関連資料の
提出が必要

内容に同意しない場合は、PANの受領日から15日以内に
抗議書（Protest Letter）の提出が必要

内容に同意しない場合は、通知受領日から30日以内に
抗議書（Protest Letter）の提出が必要

再確認 ：既存の証拠資料による再確認依頼
再調査 ：追加証拠の提出を含む再調査依頼

結果に同意しない場合、FDDA受領日から30日以内にBIR
長官への抗議または税務裁判所（CTA）への提訴が可能

BIR長官への抗議に対する回答に同意しない場合には、
30日以内に裁判所への提訴が可能
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告書の課税標準額を比較して差異があれ
ば、初期的更正を行う方法（財務諸表の
サービスフィーから最終源泉税を類推し
て、源泉税申告の金額と比較して差異が
あれば初期的更正を行い、納税者に詳細
説明をさせる）などのハイレベルな分析的
手続きが典型です。
したがって、納税者としてはNODの金額

に驚かず、粛々と税務規則に沿った正しい
処理をしていることを、関連書類および計
算根拠資料等を提示することで立証して
反論し、項目ごとに取下げ要請をしていく
ことが、税務調査対応として重要になりま
す。なお、税務調査対応は短期間での対
応が必要であり、反論や協議には専門的
知識が必須です。専門家を早い段階から
関与させることも、税務調査対応を適切
に行う上で肝要です。

Ⅲ

貿易通関プログラム
＜メキシコ＞

1. メキシコにおける日系企業の特徴

外務省が公表している「海外進出日系
企業拠点数調査1」によると、メキシコに進
出している日系企業の数は2022年10月1日
現在で1,312社です。このように、メキシコ
は、中南米では最も多くの日系企業が進
出している国です。

2005年4月にEPA（日本・メキシコ経済
連携協定）が発効されたのを機に、日系
企業の進出は2010年以降から右肩上がり
で推移しています。コロナ禍期に一時的に
低迷したものの、近年のニアショアリング
の波で、日系企業の投資はさらに加速して
います。
進出する日系企業は、自動車産業に集

中しており、自動車メーカー企業（OEM）
に加え、自動車部品サプライヤー企業
（Tier1、Tier2）も多く進出しています。自
動車部品サプライヤーがアジア諸国等か
ら原材料や部品を輸入し製造を行い、自

動車メーカーが完成品を米国等に輸出す
るという、一連のサプライチェーンがメキ
シコ内に存在します。

2. IVA保税に関するプログラム

メキシコの特徴的な貿易通関プログラ
ムとして、IMMEX（「輸出向け製造、マキ
ラドーラ、サービス産業」のスペイン語の
頭字語）制度があります。これは、輸出の
増加を促進することを目的とした制度で、
メキシコ関係省庁の認可を得ることで、一
定期間内に輸出することを条件に一時輸
入に対する恩典を享受することができま
す。また、メキシコ内の他のIMMEX制度登
録企業とのバーチャル輸出入を行うことが
認められており、メキシコ内の同一のサプ
ライチェーン内にある企業は、IMMEX制
度に登録することで、実際に国外に輸出入
をすることなく当該恩典を享受することが
できます。
このIMMEX制度の主な恩典は、IVA（メ

キシコ付加価値税）1 6％の保税になりま
す。IMMEX制度の登録については、2段階
認証のステップを踏む必要があります。ま
ず経済省からIMMEXの認可を得て、その
後IVA認定の認可を別途SAT（メキシコ税
務当局）から受ける必要があります。IVA

認定制度に登録することで、保税期間6～ 

18ヵ月に輸出することを条件に、一時輸入
時のIVAの支払いが保税されます。
貿易を行うメキシコ企業においては、

IVA認定を含むIMMEX制度の登録が、ビ
ジネス上の観点から大きなメリットがあり
ます。そのメリットは、一時輸入時の16％
のIVAの支払いを保税することによる資金
繰りの改善だけでなく、当該IVAの支払い
に係る還付のリスクや労力を削減すること
ができます。ただし、近年ではIVAの還付
の審査プロセスが厳格化し、状況に応じ
て税務調査に発展する可能性があります。
また、その審査プロセスは長期にわたる
ケースが多く、SATへの説明や資料提供な
どの過大な負担がかかります。

一方で、IVA認定制度登録の要件も厳し
く、新たに登録する企業だけでなく、登録
を維持する企業も悩ませています。その要
件には、「 IMMEXのプロセスに関連する
設備や従業員を所有している（外注は認
められない）」、「直近 12ヵ月に一時輸入
の60％以上を再輸出している」などが含ま
れています。
さらに、SATによるIVA認定制度に係る

コンプライアンス準拠状況のモニタリング
も強化されています。SATの公表によると、
2023年度上期（1～6月）における調査対
象の75％にあたる513社が何らかのコンプ
ライアンス違反を指摘され、当該制度の
取消をされています。このモニタリング強
化に伴う調査は継続されるため、IVA認定
制度を登録している多くの企業においてコ
ンプライアンス準拠の体制強化が近々の
課題になっています。

3. 輸入関税に関するプログラム

日本と同様に、メキシコに輸入される財
に対してIGI（輸入関税）が課せられ、HS

コード（輸出入統計品目番号）別の関税率
を使用して計算されます。当該関税率は、
メキシコの一般関税率や前述のEPA、FTA

（日本・メキシコ自由貿易協定）に基づく
税率の他、PROSEC（産業分野別生産促
進プログラム）と呼ばれるメキシコ固有の
制度があります。

PROSECは、メキシコの製造業を対象
に、指定された業種（24セクター）におけ
る完成品製造に必要な原材料、部品、機
械装置の輸入に対して優遇関税率（大半
が 0～5％）を適用できる制度であり、メ
キシコ経済省の認可を受ける必要があり 

ます。
企業は、輸入する財に応じて、適用でき

る制度およびその関税率を検討すること
で、より低い有利な関税率を適用するこ
とができます。たとえば、日本からの輸入
であれば、メキシコの一般関税率、EPA、
CPTPP（環太平洋パートナーシップに関
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する包括的及び先進的な協定）、または
PROSECを適用できる可能性があります。
なお、PROSECに指定されていない品目

を輸入する際には、レグラ・オクターバと
呼ばれる補完的な制度があります。当該
制度は、特別に経済省から認可を受ける
ことで、個別の優遇関税率（原則 0％）を
適用することができます。

1  外務省：「海外進出日系企業拠点数
調査」https://www.mofa.go.jp/mofaj/

ecm/ec/page22_003410.html 関連情報

KPMGは、日本企業の海外事業展開をこまやか
に支援するため、世界の主要31ヵ国85都市に、約
800名の日本人および日本語対応が可能なプロ
フェッショナルを配しています。

各国の最新情報については、下記をご覧ください。

海外進出支援窓口
https://home.kpmg/jp/ja/home/services/
global-support.html

ベトナム
https://kpmg.com/jp/ja/home/services/
global-support/vietnam.html

フィリピン
https://kpmg.com/jp/ja/home/services/
global-support/philippines.html

メキシコ
https://kpmg.com/jp/ja/home/services/
global-support/mexico.html

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

KPMGベトナム
谷中 靖久／ディレクター　

 yasuhisataninaka@kpmg.com.vn

KPMGフィリピン
小宮 祐二／ディレクター

 ykomiya1@kpmg.com

宇田川 健吾／シニアマネジャー
 kudagawa1@kpmg.com

KPMGメキシコ
大野 博之／マネジャー

 hiroyukiohno@kpmg.com.mx
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